
令和６年３月 21日

高知県教育委員会事務局

幼保支援課

保育所等における虐待等の防止に向けた取組について（報告）

１．国（厚生労働省・こども家庭庁）の動き

（１）保育所等における虐待等の不適切な保育への対応等に関する実態調査

（２）調査結果を受けた対策

①保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインの策定

②児童福祉法の改正による制度的対応の検討

③虐待等の未然防止に向けた保育現場の負担軽減と巡回支援の強化

２．本県における取組

（１）ガイドラインに沿った対応の周知

毎年、原則全保育所に対し市町村同席のもと実施（高知市所在施設は同市が実施）してい

る指導監査において、ガイドラインに沿った対応を周知。

（R5 年度：137 か所）

（２）保育士等を対象にした研修の充実

教育センターで行う保育士等を対象にした研修において、不適切な保育の未然防止に関す

る内容を追加。

（R5 年度：５回）

（３）アドバイザー等を派遣して行う「園内研修支援」を活用した取組

不適切な保育の未然防止に向けては、日頃から保育について気兼ねなく話し合い、相談で

きる風通しの良さが非常に重要なことから、R6 年度から、園内研修支援に｢保育職場の人

間関係づくり」のメニューを追加。

資料５
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５高幼保第 111 号

令和５年６月７日

高知県児童福祉審議会保育部会 委員 様

高知県教育委員会事務局幼保支援課長

不適切な保育に関する実態調査の結果等について

日頃は、本県の就学前の教育・保育の推進にご理解・ご協力を賜り感謝申し上げます。

さて、令和５年５月 12日にこども家庭庁より不適切な保育の実態調査の結果等が公表されま

した。本調査は、昨年度こども家庭庁において、保育施設における虐待等の不適切な保育の通報

等があった場合の市町村等における対応・体制や、現場の実態について調査したもので、本県で

も市町村や保育所等への調査を実施したところです。

調査結果としましては、令和４年４月から 12月までに全国の認可保育所で「不適切な保育」

が 914 件（うち高知県 17件）確認され、このうち暴力などの虐待が確認されたケースは 90 件

（うち高知県１件）となっております（調査結果の概要は別添のとおり）。

併せて、国においては、本調査を受け、「不適切な保育」の考え方や保育所等や自治体におい

て求められる事項等を整理したガイドラインを新たに策定し、保育所等職員による虐待の通報義

務化についても検討されることが公表されましたので、参考にお知らせいたします。

これらを踏まえまして、今後、本県では、指導監査や研修等を通じてガイドラインに沿った対

応を周知・徹底していくこととしております。

委員の皆さまにおかれましても、虐待を未然に防止できるような環境・体制づくりに引き続き

ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

《担当》

780-0850 高知市丸ノ内１－７－52

高知県教育委員会事務局幼保支援課 有岡、藤原

TEL：088-821-4882 FAX：088-821-4774

E-mail：311601@ken.pref.kochi.lg.jp
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R5.5.31 高知県幼保支援課

R5.5.12 こども家庭庁が公表した不適切な保育の実態調査の結果等について

１ 調査趣旨

・保育施設における虐待等の不適切な保育の通報等があった場合の市町村等における対応・体制

や、現場の実態について調査

・本調査は、個別事案を把握して、行政指導等につなげることに主眼を置くものではなく、本調

査結果を踏まえ、不適切な保育が施設内外への相談等を通じて早い段階で改善を促され、虐待

を未然に防止できるような環境・体制づくりにつなげていくために実施

２ 調査項目 ※調査時点は、令和４年度（R4.4.1～12.31 の開所日）

（１）自治体等調査（国立大学法人／都道府県／市町村）

○個別事案（件数や把握の経緯、対応状況等）

○自治体等における体制等

①相談窓口の整備と周知、②事実認定等の手順の策定、③自治体内での情報共有、

④市県間の連携体制、⑤事実確認後の対応

○虐待等の不適切な保育の未然防止

①ガイドライン等の策定・周知、②啓発や研修等の実施、③通報等が行いやすい環境整備、

④保育者支援の観点からの園へのサポート

（２）園調査

○個別事案（件数や対応状況等）

○園の体制等

・自治体への情報提供等に係る方針、施設内で事案を共有する機会の有無

・手引きやセルフチェックリスト等の周知状況

・虐待等の不適切な保育の未然防止に向けて自治体に求めるサポート

３ 個別事案の調査の考え方

（１）自治体等

①手引きで示す「不適切な保育」の行為類型別件数把握の経緯、対応状況等

②①の内数として、「虐待」と確認した事案の件数、把握の経緯、対応状況等

（２）園

①手引きで示す「不適切な保育」の行為類型別件数

②当該事案を把握した後の園としての対応

※手引きで示す「不適切な保育」について

◎定義：子どもの人権・人格の尊重の観点に照らして、改善を要すると判断される行為

◎行為類型 (1)子ども一人ひとりの人格を尊重しない関わり

(2)物事を強要するような関わり・脅迫的な言葉がけ

(3)罰を与える・乱暴な関わり

(4)子ども一人ひとりの育ちや家庭環境への配慮に欠ける関わり

(5)差別的な関わり
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４ 主な調査結果

（１）自治体等調査（市町村） （単位：件）

（２）園調査 （単位：件）

※この 1件については、国の公表後、県から市町村に確認したところ、調査の設問を誤認して計上したもので、「不

適切な保育と確認」はしているが、「虐待としての認定」までは行っていないとのことであったため、国に調査

結果の修正を依頼しています。

○現時点、県・市町村・各園間で情報共有の基準やルールは定めておらず、また、「不適切な

保育」とされる行為は幅広に捉えることも可能なため、件数に大きな開きがある結果

５ 今後の対策

（１）国（こども家庭庁、文部科学省）

【基本的な考え方】

①こどもや保護者が不安を抱えることなく安心して保育所等に通う・こどもを預けられるよ

うにすること

②保育所等、保育士等の皆様が日々の保育実践において安心して保育を担っていただくこと

【具体的な対応】

①虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインの策定

・今まで必ずしも明確ではなかった「不適切な保育」の考え方を明確化するとともに、保育

所等、自治体等に求められることを整理したガイドラインを策定

②児童福祉法の改正による制度的対応の検討

・保育所等における虐待等への対応として児童福祉法の改正による制度的対応を検討

③虐待等の未然防止に向けた保育現場の負担軽減と巡回支援の強化

・保育現場の負担軽減に資するよう、運用上で見直し・工夫が考えられる事項について周知

・併せて、巡回支援事業の更なる活用等について周知

（２）県

①本年度、県が行う指導監査において、国が示すガイドラインに沿った対応を指導・助言

②保育士等対象の研修において、虐待の早期発見・通告とともに不適切な保育に関する内

容を追加（本年度：４回）

項目
全国 高知県

うち保育所 うち保育所

① 不適切な保育が疑われるとして確認した件数 2,313 1,492 27 22

② ①のうち不適切な保育として確認した件数 1,316 914 20 17

③ ②のうち虐待として確認した件数 122 90 2 ※ 1

項目 全国 高知県

① 園内で不適切な保育を確認した件数 36,070 110

② ①のうち市町村へ情報提供した件数 1,906 18
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